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基板上に半導体膜を形成するための装置および方法
特許3268965／三洋電機

【従来の技術】

・ＨＩＴ（heterojunction with intrinsic thin layer）構造太陽電池に用いられる非晶質
半導体膜は、減圧下におけるプラズマＣＶＤ法などの方法によって半導体基板上
に形成される。

・また、これらの半導体装置は複数の半導体膜を含んでおり、それぞれの膜は連
続分離形成法によって対応する個別の減圧反応室で順次形成される。

・半導体基板の対向する両主面上に半導体膜を形成する必要がある場合には、
減圧反応室内で基板の一方の主面上に半導体膜を形成した後に、その基板は
減圧反応室から大気中へ一旦取り出される。

・そして、大気中に取り出された基板の表裏を反転させた後に、その基板は再度
減圧反応室内へ導入され、基板の他方の主面上に半導体膜が形成される。

（出典）特許3268965／三洋電機



基板上に半導体膜を形成するための装置および方法
特許3268965／三洋電機

【発明が解決しようとする課題】

・上述のような先行技術によれば、減圧反応室から基板を大気中に一旦取り出してその
基板を再度反応室内にセットしてその反応室を減圧しなければならない。

・先行技術によるこのプロセスは、基板を反応室にリセットした後にその反応室を再度減
圧するためのエネルギと時間を要し、半導体装置の製造コストが高くなるという課題を含
んでいる。

・また、減圧状態の反応室から基板を一旦大気中に取り出すためにその反応室を大気圧
状態にするためには、大量の気体をその反応室内へ導入する必要がある。このとき、反
応室内への気体の導入に伴って基板表面には半導体装置の特性低下をもたらすような
微粉の付着が生じやすくなる。

・したがって、製造される半導体装置の特性の低下を防止するために基板の表面状態の
管理を厳しくする必要があり、これはさらに半導体装置の製造コストの上昇の原因ともな
る。

（出典）特許3268965／三洋電機



基板上に半導体膜を形成するための装置および方法
特許3268965／三洋電機

【発明が解決しようとする課題】

・さらに、半導体結晶基板を用いる場合、その軽量性や脆弱性から、基板単体で
輸送などの取扱を安全に行なうことは容易ではない。

・また、基板単体で取扱う場合、さらに、基板の一方の主面上に形成される半導
体膜が他方の主面の周辺部にも回り込んで形成されるという課題もある。

・上述のような先行技術の課題に鑑み、本発明は、基板の両主面上に半導体膜
を形成する必要がある場合に、製造される半導体装置の特性を低下させることな
く、製造コストと製造時間を低減しかつ容易に基板の両主面上に半導体膜を形成
することを可能にする装置と方法を提供することを目的としている。

（出典）特許3268965／三洋電機



基板上に半導体膜を形成するための装置および方法
特許3268965／三洋電機

【請求項１】

対向する２つの主面を有する基板の開放された一方の主面上に少なくとも１つの
半導体膜を減圧下で形成するための少なくとも１つの減圧反応室と、前記一方の
主面上に前記少なくとも１つの半導体膜が形成された前記基板の他方の主面が
開放面になるように前記基板を減圧下で反転するための基板反転用減圧室と、
前記反転された基板の前記他方の主面上に少なくとも１つの半導体膜を減圧下
で形成するための少なくとももう１つの減圧反応室と、前記基板を前記少なくとも１
つの減圧反応室から前記基板反転用減圧室へ輸送するとともに前記基板反転用
減圧室から前記少なくとももう１つの減圧反応室へ輸送するための基板輸送手段
とを含むことを特徴とする基板上に半導体膜を形成するための装置。

（出典）特許3268965／三洋電機



基板上に半導体膜を形成するための装置および方法
特許3268965／三洋電機

【請求項２】

対向する２つの主面を有する基板の開放された一方の主面上に少なくとも１つの
半導体膜を減圧下で形成するための少なくとも１つの減圧反応室と、前記一方の
主面上に前記少なくとも１つの半導体膜が形成された前記基板の他方の主面が
開放面になるように前記基板を減圧下で反転するための基板反転用減圧室と、
前記基板を前記減圧反応室から前記基板反転用減圧室へ輸送するとともに前記
反転された基板を前記減圧反応室へ輸送し戻すための基板輸送手段とを含むこ
とを特徴とする基板上に半導体膜を形成するための装置。

【請求項３】

前記基板輸送手段は、前記基板と実質的に同じ寸法形状と良好な熱伝導性を有
する平坦な窪みを有する保持枠に保持された前記基板を輸送することを特徴とす
る請求項１または２に記載の基板上に半導体膜を形成するための装置。

（出典）特許3268965／三洋電機



基板上に半導体膜を形成するための装置および方法
特許3268965／三洋電機

・右図：半導体光起電力装置の断面構造が
概略的に図解されている。

・この光起電力装置には左側から光７１が
入射し、ｎ型の半導体単結晶基板７６にお
いて光電変換が生じる。

・基板７６の光入射側の前面上には、非晶
質ｉ層７５，非晶質ｐ層７４，透明電極（ＩＴＯ：
インジューム・スズ酸化物）７３，および前面
集電極７２が順次形成されている。他方、基
板７６の背面側には、非晶質ｉ層７７，非晶
質ｎ層７８，および裏面電極（アルミニウム）
７９が形成されている。

（出典）特許3268965／三洋電機



基板上に半導体膜を形成するための装置および方法
特許3268965／三洋電機

・上図：光起電力装置における非晶質半導体層７４，７５，７７，および７８を形成するた
めに用いることができる。

（出典）特許3268965／三洋電機



基板上に半導体膜を形成するための装置および方法
特許3268965／三洋電機

・この半導体薄膜形成装置は、基板１１を挿入するためのロード室０と、基板１１の一方の主面上に半導体膜
を形成するための第１および第２の減圧反応室１および２と、基板の開放された一方の主面上に半導体膜が
形成された他方の主面を開放面にするようにその基板を反転するための基板反転用減圧室５と、反転され
た基板のその他方の主面上に半導体膜を形成するための第３と第４の減圧反応室３および４と、両主面上
に半導体膜が形成された基板１１を大気中に取り出すためのアンロード室６とを含んでいる。

（出典）特許3268965／三洋電機



基板上に半導体膜を形成するための装置および方法
特許3268965／三洋電機

・右図を参照して、基板反転用減圧室５内において基板の対
向する両主面を入替えるように自動的に基板を反転させる
手順について説明する。

・図（Ａ）に示されているように基板反転用減圧室５内の第１
輸送ベルト５－１ｄによって輸送された基板１１が図（Ｂ）に示
されているように第１基板反転ベルト５－１ｅ上に移った後に
所定の位置に達したときにその反転ベルト５－１ｅが停止さ
せられる。

（出典）特許3268965／三洋電機



基板上に半導体膜を形成するための装置および方法
特許3268965／三洋電機

そして、基板１１は図示されていないマニピュレータの矢印２
Ａで表わされているような動作または図示されていないピス
トンの２Ｂで表わされているような動作によって

第２基板反転ベルト５－２ｅ側に移される（ベルト５－１ｅは基
板の両側縁を保持する１対のベルトであり、それらの１対の
ベルト間にピストン２Ｂの挿入が可能）。

（出典）特許3268965／三洋電機



基板上に半導体膜を形成するための装置および方法
特許3268965／三洋電機

図（Ｃ）に示されているように

第２基板反転ベルト５－２ｅに移された基板１１は、

基板反転用減圧室５内の第２の輸送ベルト５－２ｄ上に
移され、

図（Ｄ）に示されているようにその第２の輸送ベルト５－２
ｄによって第３の減圧反応室３内へ輸送される。

（出典）特許3268965／三洋電機



基板上に半導体膜を形成するための装置および方法
特許3268965／三洋電機

・膜形成時に基板１１の周辺部の裏側に回り込んで薄
膜が形成されるのを防止するとともに、膜形成時にお
ける基板の均熱性を得るために、右図に示されている
ような基板輸送用保持枠１１Ａを用いることが好ましい。

・これらの基板輸送用枠はアルミナで形成することがで
きる。

・右図（Ａ）においては、基板輸送用枠１１Ａの両面には
半導体基板と同一の寸法形状である１０センチ角で深
さ１ミリの窪み１１Ｂが形成されている。

・そして、これらの窪みは、基板の均熱性を保証するた
めに、アルミニウムによってコーティングされている。

（出典）特許3268965／三洋電機



基板上に半導体膜を形成するための装置および方法
特許3268965／三洋電機

・右図（Ｂ）の基板保持枠１１Ａにおいては、窪み１１Ｂ
が基板の右辺端部まで貫通している。

右図（Ｂ）の基板保持枠においては、右図（Ａ）の基板
保持枠に比べて基板を反転させる際の位置合わせを
容易にすることができる。

・このような基板保持枠１１Ａを用いることによって、脆
弱な基板を保護して輸送中の基板の割れを防止する
ことができる。

（出典）特許3268965／三洋電機



プラズマＣＶＤ装置及び太陽電池の製造方法
特許4770029／ＩＨＩ

【従来の技術】

太陽電池は、例えば上図に示した構造をなし、ｉ型の結晶シリコン１０１の両側にそれぞ
れｐ型アモルファスＳｉ（ｐ型ａ－Ｓｉ）膜１０２、ｎ型アモルファスＳｉ（ｎ型ａ－Ｓｉ）膜１０３をプラ
ズマＣＶＤ法により堆積し、さらにこれらの上にスパッタ法により透明電極１０４、スクリー
ン印刷法により集電電極１０５を形成して作製される。

（出典）特許4770029／ＩＨＩ



プラズマＣＶＤ装置及び太陽電池の製造方法
特許4770029／ＩＨＩ

【従来の技術】

ａ－Ｓｉ膜の堆積には、例えば右図（ｂ）に示した平行平板型のプ
ラズマＣＶＤ装置が用いられる。この装置は、ロードロック室１１０、
加熱室１２０、ａ－Ｓｉ膜を堆積するプラズマＣＶＤ（ＰＣＶＤ）室１３０
及び冷却室１４０とから構成される。

各室はゲートバルブ１０６を介して連結され、ｉ型シリコン基板１０
１は（ａ）に示したように、裏板となる基板ホルダ１０７上に取り付
けられ、（ｂ）の矢印の方向に、順次搬送される。

即ち、（ａ）の如く基板を基板ホルダ上に取り付けた後、基板ホル
ダをロードロック室１１０に挿入し室内を排気する。

ゲートバルブを開いて加熱室１２０へ搬送してヒータ１２１により
基板を所定の温度に加熱した後、平行平板型ＰＣＶＤ室１３０に
搬送する。ＰＣＶＤ室１３０に基板ホルダが搬送されると、薄膜形
成用ガス（ＳｉＨ４／ＰＨ３ガス）を導入し、高周波電極１３１に高周
波電力を供給してプラズマを発生させ、シリコン基板１０１上にｎ
型ａ－Ｓｉ膜を形成する。その後、基板ホルダは冷却室１４０に送
られる。 （出典）特許4770029／ＩＨＩ



プラズマＣＶＤ装置及び太陽電池の製造方法
特許4770029／ＩＨＩ

【従来の技術】

基板温度が下がった後、冷却室１４０を大気に戻し
て基板ホルダ１０７を取り出し、基板の反対側面に
ｐ型ａ－Ｓｉ膜を形成するためにシリコン基板１０１を
反転させる。

この基板ホルダを、再び、（ｂ）のプラズマＣＶＤ装置の
ロードロック室に入れ、同様の処理を繰り返し行い、
ｐ型ａ－Ｓｉ膜を堆積してｐｉｎ接合が形成される。

なお、ＰＣＶＤ室には薄膜形成用ガスとしてＳｉＨ４／Ｂ２Ｈ６ガスが導入
される。

この後、シリコン基板１０１はスパッタ装置で両面にＩＴＯ等の透明導
電膜が形成され、続いてスクリーン印刷等により集電電極を形成し
て太陽電池を完成する。

（出典）特許4770029／ＩＨＩ



プラズマＣＶＤ装置及び太陽電池の製造方法
特許4770029／ＩＨＩ

【発明が解決しようとする課題】

平行平板型ＰＣＶＤ装置で、

高抵抗基板や絶縁性基板上に薄膜を形成する場合、基板の裏面に裏板がな
いと高周波電流が基板を通して流れにくくなり、基板表面でのプラズマ密度が
著しく低下する。

その結果、基板中心部と周辺部で膜厚の差が生じ、膜厚均一性の良好な薄
膜は得られにくいという欠点がある。これは基板が大きくなるとより顕著になる。

従って、膜厚均一性の高い薄膜を形成するには、高周波電流の通路となる裏
板が不可欠となり、このため、基板両面成膜の生産性が著しく低下するという
問題があった。

即ち、片面に薄膜を形成した後、取り出して基板を反転させる作業が必要とな
り、またこれに伴い、ロードロック室の排気、冷却室のベント及び基板加熱・冷
却工程が２回必要となる。

さらに、スループットを上げるためには、右図（ｂ）に示した装置が２組必要とな
るため、生産装置全体の大型化、コスト増大を招かざるを得ないという問題が
あった。

（出典）特許4770029／ＩＨＩ



プラズマＣＶＤ装置及び太陽電池の製造方法
特許4770029／ＩＨＩ

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、基板の反転工程を不要とし、

基板の両面に膜厚均一性に優れた薄膜
を形成可能なプラズマＣＶＤ法及び装置
を

提供することを目的とする。

（出典）特許4770029／ＩＨＩ



プラズマＣＶＤ装置及び太陽電池の製造方法
特許4770029／ＩＨＩ

【請求項１】

第１及び第２の真空室を仕切り弁を介して連結し、それぞれの真空室にガス供給口及び排気口
を設け、内部に給電部及び接地部を有する誘導結合型電極と、基板両面が露出するように外周
端部を保持した基板ホルダとを配置したプラズマＣＶＤ装置であって、

前記誘導結合電極を複数個、同一平面内に配置した電極列を、前記第１の真空室にｎ層（ｎは２
以上の整数）、前記第２の真空室に（ｎ－１）層設け、前記第１の真空室内におけるｎ層の前記電
極列のうち隣り合う電極列の間に基板ホルダが２個ずつ位置するように２（ｎ－１）個の前記基板
ホルダを前記第１の真空室に搬送し、ガス供給口を介して第１の薄膜形成用ガスを導入するとと
もに給電部に高周波電力を供給してプラズマを発生させ、誘導結合型電極に面した基板の表面
上に第１の薄膜を形成した後、前記第１の薄膜が形成された面と反対側の基板の表面が誘導結
合型電極に面するように、前記基板ホルダを前記第２の真空室に搬送し、ガス供給口を介して第
２の薄膜形成ガスを導入するとともに給電部に高周波電力を供給してプラズマを発生させ、前記
第１の薄膜が形成された表面とは反対側の基板の表面に第２の薄膜を形成する構成としたことを
特徴とするプラズマＣＶＤ装置。

（出典）特許4770029／ＩＨＩ



プラズマＣＶＤ装置及び太陽電池の製造方法
特許4770029／ＩＨＩ

【請求項２】

第１及び第２の真空室を仕切り弁を介して連結し、それぞれの真空室にガス供給口及び排気口
を設け、内部に給電部及び接地部を有する誘導結合型電極と、基板両面が露出するように外周
端部を保持した基板ホルダとを配置したプラズマＣＶＤ装置であって、

前記誘導結合電極を複数個、同一平面内に配置した電極列を、前記第２の真空室にｎ層（ｎは２
以上の整数）、前記第１の真空室に（ｎ－１）層設け、一対の前記基板ホルダーの間に前記第１
の真空室内における前記各電極列が一つずつ位置するように２（ｎ－１）個の基板ホルダーを前
記第１の真空室に搬送し、ガス供給口を介して第１の薄膜形成用ガスを導入するとともに給電部
に高周波電力を供給してプラズマを発生させ、誘導結合型電極に面した基板の表面上に第１の
薄膜を形成した後、前記第１の薄膜が形成された面と反対側の基板の表面が誘導結合型電極
に面するように、前記基板ホルダを前記第２の真空室に搬送し、ガス供給口を介して第２の薄膜
形成ガスを導入するとともに給電部に高周波電力を供給してプラズマを発生させ、前記第１の薄
膜が形成された表面とは反対側の基板の表面に第２の薄膜を形成する構成としたことを特徴と
するプラズマＣＶＤ装置。

（出典）特許4770029／ＩＨＩ



プラズマＣＶＤ装置及び太陽電池の製造方法
特許4770029／ＩＨＩ

プラズマＣＶＤ装置は、

右図（ａ）に示すように、ロードロック室１０、
加熱室２０、第１プラズマＣＶＤ（ＰＣＶＤ）
室３０，第２ＰＣＶＤ室４０及び冷却室５０
から構成され、各室はゲートバルブ６１～
６４を介して連結されている。

基板１は基板両面の薄膜形成面が露出
するように基板ホルダ３に保持される。

これは、例えば、右図（ｆ）に示したように、
基板の周辺端部を開口を有する平板４及
び押え板５で挟持し、ネジ６で固定すれ
ばよい。

（出典）特許4770029／ＩＨＩ



プラズマＣＶＤ装置及び太陽電池の製造方法
特許4770029／ＩＨＩ

複数の基板を保持した基板ホルダ３はキャリア２に取
り付けられ（右図（ｅ））、

各室に敷設されたレール上を右図（ａ）の矢印の方向
に搬送され、各室で所定の処理がなされる。

即ち、基板ホルダはロードロック室１０から加熱室２０
に搬送され、ここで赤外線ランプ等のヒータにより基
板ホルダ３の両側から加熱処理され、所定温度まで
加熱される。その後、第１ＰＣＶＤ室３０、第２ＰＣＶＤ室
４０に順次搬送され、基板の両面にそれぞれｎ型ａ－
Ｓｉ膜及びｐ型ａ－Ｓｉ膜が形成される。

薄膜形成後、基板ホルダは冷却室５０で所定温度ま
で冷却され、外部に取り出され、ＩＴＯ等の透明導電膜
及び集電電極の形成装置に搬送される。なお、冷却
室の代わりにスパッタ室を連結し、ａ－Ｓｉ膜形成後、
すぐに透明導電膜を形成する装置構成とすることもで
きる。

（出典）特許4770029／ＩＨＩ



プラズマＣＶＤ装置及び太陽電池の製造方法
特許4770029／ＩＨＩ

第１ＰＣＶＤ室３０の構造を、説明する。

右図（ｂ）及び（ｃ）は、室内部を、それぞれ正面
から見た模式図及び搬送方向に向かって見た
模式図である。

ＰＣＶＤ室には薄膜形成用ガス（例えばＳｉＨ４／
ＰＨ３ガス）の供給配管３１及び排気口３２が設
けられ、室内部には中央で折り返した形状の誘
導結合型電極３３が配設されている。

誘導結合型電極３３の一端部の給電部３４は、
同軸ケーブル８を介して高周波電源７に接続さ
れ、他端部の接地部３５は室壁に連結され接地
されている。

（出典）特許4770029／ＩＨＩ



プラズマＣＶＤ装置及び太陽電池の製造方法
特許4770029／ＩＨＩ

基板ホルダ３を搭載したキャリア２がＰＣＶＤ室３０に
搬入されると、破線で示す位置にあった基板ホルダ
固定治具３６を閉じて実線で示すように基板ホルダ
を両側から当接させて固定する。

この状態で、ガス供給配管３１を通してＳｉＨ４／ＰＨ３
ガスを室内に導入し、所定の圧力に設定した後、高
周波電力を誘導結合型電極３３に供給する。

電極３３に沿ってプラズマが発生し、電極３３に面
した基板表面にｎ型ａ－Ｓｉ膜が堆積する。

この際、基板成膜面の反対側にもガスは流れ込む
がプラズマは基板ホルダ及び基板ホルダ固定治具

により遮蔽され、裏側に回り込むことはなく、電極と
反対側の基板表面に薄膜は形成されない。

（出典）特許4770029／ＩＨＩ



プラズマＣＶＤ装置及び太陽電池の製造方法
特許4770029／ＩＨＩ

所定の膜厚が形成された後、電力の供給、ガス導入を停
止して、室内を排気する。

続いて、ゲートバルブ６３を開け基板ホルダを第２ＰＣＶＤ室
４０に搬送する。

右図（ｄ）は、第２ＰＣＶＤ室内部を搬送方向に向かって見た
ときの模式図であり、誘導結合型電極４３を基板ホルダに
対して反対側の位置に配置した以外は、第１ＰＣＶＤ室と同
じ構成である。第２ＰＣＶＤ室４０に基板ホルダが搬送される
と、基板ホルダ固定治具４６が閉じ、基板ホルダは固定さ
れる。

ここで、ガス供給配管４１を通して、室内にＳｉＨ４／Ｂ２Ｈ６ガ
スを導入し、誘導結合型電極４３に高周波電力を供給して、
ｎ型ａ－Ｓｉ膜が形成された面と反対側の基板表面にｐ型ａ
－Ｓｉ膜が堆積する。

このようにして、ｉ型結晶シリコン基板の両側にｐ型ａ－Ｓｉ及
びｎ型ａ－Ｓｉ膜が堆積し、ｐｉｎ接合が形成される。以上のよ
うに、基板ホルダ３をキャリア２に載せて各室を順次搬送す
ることにより、連続して基板の両面にｐ型及びｎ型ａ－Ｓｉ膜
を形成することが可能となる。 （出典）特許4770029／ＩＨＩ



プラズマＣＶＤ装置及び太陽電池の製造方法
特許4770029／ＩＨＩ

【従来技術】

従来の平行平板型ＰＣＶＤ装置で膜厚均一性に優れた
薄膜を形成するには、基板の成膜面と反対側に裏板を
配置する必要があり、このため、両面成膜を行うには基
板の反転工程が不可欠となり、しかも加熱・冷却工程等
が２回必要となる。

【本発明のプラズマＣＶＤ装置】

基板を反転する必要がなく、しかも基板の加熱、冷却工
程が１回ですむため、処理室数の低減とともにスルー
プットを向上させることができる。

また、従来の装置で高スループット生産を行うには、ロー
ドロック室、加熱室、ＰＣＶＤ室、冷却室が２組必要となる
が、右図に示した実施の形態では、ＰＣＶＤ室は２つ必要
とするものの、他の処理室は１つでよく、装置全体の設
置面積及びコストを大幅に低減することができる。

（出典）特許4770029／ＩＨＩ



縦型化学気相成長装置 特許5089906／アルバック

特許5089906／アルバック

【発明が解決しようとする課題】

・基板の両面に効率的に成膜することが望まれる場合、従来の装置では、基板を
装置内に搬入してから搬出するまでの１サイクル中に基板の片面しか成膜できず、
効率的に基板の両面を成膜しにくいという問題がある。

・本発明の課題は上記従来技術の問題点を解決することにあり、装置内に基板
の反転手段を設けることにより、基板を装置内に搬入してから搬出するまでの１
サイクル中に、基板の両面に効率よく成膜することができる縦型化学気相成長装
置を提供することにある。



縦型化学気相成長装置 特許5089906／アルバック

特許5089906／アルバック

【請求項１】

ガス導入手段及び排気手段を有する成膜チャンバーと、基板を保持する基板ホ
ルダーと、基板ホルダーを搬送する搬送手段と、前記基板ホルダーを反転させる
反転手段とを備え、

前記反転手段が、前記基板ホルダーの搬送中に回転軸を中心に前記基板ホル
ダーを搬送方向に対して１８０°回転させる回転手段を含み、前記回転手段が、
前記基板ホルダーに設けられた１以上の第１の突起物と、前記成膜チャンバー
の内部に設けられた１以上の第２の突起物とで構成され、前記基板ホルダーの
搬送中にこれら第１及び第２の突起物が相互に接触することにより、前記基板ホ
ルダーを回転させるようにしたことを特徴とする縦型化学気相成長装置。

【請求項２】

前記反転手段が、回転を１８０°で停止させる停止手段を含むことを特徴とする
請求項１記載の縦型化学気相成長装置。



縦型化学気相成長装置 特許5089906／アルバック

特許5089906／アルバック

本発明の第１の実施の形態にかかる縦型化学気相成長装置
（以下、縦型ＣＶＤ装置という）について説明する。

本装置は、触媒ＣＶＤ法によって基板の両面に成膜するイン
ライン式の縦型ＣＶＤ装置であり、少なくとも５個のチャンバー、
即ち、ロードロックチャンバー、加熱チャンバー、基板の表面
に成膜する第１成膜チャンバー、基板の裏面に成膜する第２
成膜チャンバー及び冷却チャンバーから構成される。

各チャンバーはゲートバルブを介して連結されており、これら
のチャンバーは排気手段を備えている。

５第２成膜チャン
バー

１０基板トレイ

５１反転空間

５２成膜空間

５３ラック

５４触媒線

１０１基板ホルダー

１０４回転軸

１０５ギア

Ｓ基板



縦型化学気相成長装置 特許5089906／アルバック

特許5089906／アルバック

本装置は、触媒ＣＶＤ法を用いて、基板の各面に２層ずつ成膜するための装置である。本装置は、８
個のチャンバー、即ち、ロードロックチャンバー１、基板及び基板トレイを加熱するための第１加熱
チャンバー２、加熱した基板の基板温度を均一にするための第２加熱チャンバー３、基板Ｓ（図中で
は図示せず）の面Ｓ１に第１の膜を形成する第１成膜チャンバー４、基板Ｓの面Ｓ２に第２の膜を形
成するための反転手段を備えた第２成膜チャンバー５、基板Ｓの面Ｓ１上に形成された第１の膜上
に第３の膜を形成するための反転手段を備えた第３成膜チャンバー６、基板Ｓの面Ｓ２に形成された
第２の膜上に第４の膜を形成するための反転手段を備えた第４成膜チャンバー７及び冷却チャン
バー８から構成される。各チャンバーはゲートバルブ９を介して連結されており、これらのチャンバー
は排気手段を備えている。



縦型化学気相成長装置 特許5089906／アルバック

特許5089906／アルバック

この基板ホルダー１０１の平板１０３は、ステンレス鋼材、例えばＳＵＳ３０４材や磁性を含んだＳＵＳ４３０材
等、又は軽量のアルミニウム材、例えばＡＬ５０５２材からなり、非常に軽いため、回転容易であるが熱に
よってたわみやすい。

そこで熱によるたわみを軽減するために、基板ホルダー１０１の拡大正面図である上図に示すように、基
板ホルダー１０１を短い２つの平板１０３ａ及び平板１０３ｂから構成してもよい。



縦型化学気相成長装置 特許5089906／アルバック

特許5089906／アルバック

この場合に、基板ホルダー１０１のＹ－Ｙ縦断面を拡大して
示す右図のように、

平板１０３ａの凹部に平板１０３ｂの凸部をはめ込んで接続
し構成してもよい。

このように短い板を２枚接続して構成すれば、長い１枚の
板によって基板ホルダー１０１を構成した場合よりも、熱に
よるたわみが少ない。

本実施の形態では基板ホルダー１０１を２枚の平板から構
成したが、基板ホルダー１０１は、３枚以上の平板から構成
してもよい。



太陽電池の製造装置、及び太陽電池の製造方法 特許5840095／三菱電機

【発明が解決しようとする課題】

ヘテロ接合太陽電池を製造するために特許文献２に記載の連続分離プラズマ装置を
用いた場合、

半導体基板の２つの主面（表面及び裏面）のそれぞれに異なる半導体薄膜の積層体を
成膜するためには、半導体基板の一方の主面に半導体薄膜を成膜した後に、半導体
基板を反転させる工程が必要になる。

そのため、表面側、裏面側の半導体薄膜層を成膜する複数のＣＶＤ装置と、それぞれ
のＣＶＤ装置間にシリコン基板を反転させる装置が必要となる。これにより、装置コスト
の増大と製造工程の複雑化とを招き、製造コストの高騰をもたす可能性がある。

【特許文献２】特開平６－１５１９１７号公報

（出典）特許5840095／三菱電機



太陽電池の製造装置、及び太陽電池の製造方法 特許5840095／三菱電機
【請求項１】

第１の主面と前記第１の主面の反対側の第２の主面とを有する基板の前記第１の主面及び前
記第２の主面の両方が露出されるように複数の前記基板を平面的に保持する基板ホルダと、
前記基板ホルダがアノード電極側に搬入された際に、前記基板ホルダが前記アノード電極上
に接触して、前記第２の主面が発生されるべき放電から隔離され前記第１の主面が前記発生
されるべき放電に対して露出するように前記基板ホルダが載置されて、カソード電極及び前記
アノード電極の間に高周波電力を印加して第１のガスを放電させることにより前記基板の前記
第１の主面に第１の膜を成膜する前成膜室と、前記基板ホルダがアノード電極側に搬入され
た際に、前記基板ホルダが前記アノード電極上に接触して、前記第１の主面が発生されるべき
放電から隔離され前記第２の主面が前記放電に対して露出するように前記基板ホルダが載置
されて、カソード電極及び前記アノード電極の間に高周波電力を印加して第２のガスを放電さ
せることにより前記基板の前記第２の主面に第２の膜を成膜する後成膜室と、前記前成膜室
から前記後成膜室へ大気開放せずに前記基板ホルダを搬送経路の大部分において前記第１
の主面に沿った方向に搬送する搬送機構と、を備え、前記前成膜室における前記カソード電
極及び前記アノード電極の位置関係は、前記後成膜室における前記カソード電極及び前記ア
ノード電極の位置関係と逆になっており、前記搬送機構は、前記基板の前記第１の主面に
沿って前記基板ホルダを前記前成膜室から前記前成膜室及び前記後成膜室を接続する移動
室へ前記第１の主面に沿った方向に搬送し、前記移動室内で前記前成膜室の前記アノード電
極に対応した位置から前記後成膜室の前記アノード電極に対応した位置まで前記基板ホルダ
を前記第１の主面に交差する方向に移動させ、前記基板の前記第１の主面に沿って前記基板
ホルダを前記移動室から前記後成膜室へ前記第１の主面に沿った方向に搬送することを特徴
とする太陽電池の製造装置。



太陽電池の製造装置、及び太陽電池の製造方法 特許5840095／三菱電機

太陽電池の製造装置１００の構成を模式的に示す上面図である。

太陽電池の製造装置１００は、例えば、ヘテロ接合太陽電池を製造するためのインライン型プラズマＣＶ
Ｄ装置であり、複数の成膜室が複数のゲートバルブを介して直列に接続されている。

具体的には、太陽電池の製造装置１００は、太陽電池基板ホルダ６、ロード室１、第１成膜室２１、第２成
膜室２２、移動室３、第３成膜室２３、第４成膜室２４、アンロード室４、複数のゲートバルブ５－１～５－６、
及び搬送機構３０を備える。

（出典）特許5840095／三菱電機



太陽電池の製造装置、及び太陽電池の製造方法 特許5840095／三菱電機

太陽電池基板ホルダ６は、

複数の基板９－１～９－１６（右図）を各基板９における
表面９ａ及び裏面９ｂの両方（次の図参照）が露出される
ように平面的に保持する。

各基板９は、例えば、半導体（例えば、シリコン）を主成
分とする材料で形成されており、ヘテロ接合太陽電池が
形成されるように表面９ａ及び裏面９ｂの両方に互いに
異なる膜が堆積されるべき基板である。

ロード室１、第１成膜室２１、第２成膜室２２、移動室３、
第３成膜室２３、第４成膜室２４、アンロード室４は、複数
のゲートバルブ５－１～５－６を介して直列に接続されて
いる。

（出典）特許5840095／三菱電機



太陽電池の製造装置、及び太陽電池の製造方法 特許5840095／三菱電機

各基板９における表面９ａ及び裏面９ｂの両方（上図参照）が露出されるように

平面的に保持する。

各基板９は、例えば、半導体（例えば、シリコン）を主成分とする材料で形成されており、ヘ
テロ接合太陽電池が形成されるように表面９ａ及び裏面９ｂの両方に互いに異なる膜が堆
積されるべき基板である。

特許5840095／三菱電機



太陽電池の製造装置、及び太陽電池の製造方法 特許5840095／三菱電機

略鉛直にセットされた太陽電池基板ホルダ６は、ゲートバルブ５－１が閉じた状態で、大気中からロード室１に投
入される。

ロード室１の真空引きが行われた後、ゲートバルブ５－１が開かれ、搬送機構３０は、基板９の表面９ａに沿って、
太陽電池基板ホルダ６をロード室１から第１成膜室２１へ搬送する。ゲートバルブ５－１，５－２が閉じられ、第１
成膜室２１の真空引きが行われた後、第１の成膜ガスが第１成膜室２１に導入され、太陽電池基板ホルダ６に保
持された各基板９の表面９ａに第１の膜が成膜される。

同様にして、太陽電池基板ホルダ６が搬送機構３０により順次次の成膜室へと移動されていく。各成膜室（第１
成膜室２１、第２成膜室２２、第３成膜室２３、第４成膜室２４）における成膜が終了した後に、太陽電池基板ホル
ダ６が搬送機構３０によりアンロード室４へと導かれる。アンロード室４が大気解放された後に、太陽電池基板ホ
ルダ６は、太陽電池の製造装置１００の外部へと取り出される。

（出典）特許5840095／三菱電機

図１



太陽電池の製造装置、及び太陽電池の製造方法 特許5840095／三菱電機

図５（ａ），（ｂ），（ｃ）は、それぞれ図１中下方から第１搬送機
構３１、第２搬送機構３２、及び第３搬送機構３３を見た場合
の動作を示す図である。

第１搬送機構３１は、太陽電池基板ホルダ６を移動室３へと
移動させる。具体的には、図５（ａ）に示すように、第１搬送
機構３１は、各基板９の表面９ａに沿って、太陽電池基板ホ
ルダ６を移動させる。

すなわち、第１搬送機構３１は、太陽電池基板ホルダ６を、
第２成膜室２２におけるアノード電極８近傍の位置から、

移動室３における第２成膜室２２のアノード電極８に対応し
た位置へ移動させる。

（出典）特許5840095／三菱電機

図５



太陽電池の製造装置、及び太陽電池の製造方法 特許5840095／三菱電機

第２搬送機構３２は、図５（ｂ）に示すように、移動室３におけ
る第２成膜室２２のアノード電極８に対応した位置にある太
陽電池基板ホルダ６を保持する。その後、第１搬送機構３１
は、太陽電池基板ホルダ６の保持を解除する。

第２搬送機構３２は、太陽電池基板ホルダ６を移動室３内で
横方向に移動させる。具体的には、第２搬送機構３２は、各
基板９の表面９ａに略垂直な方向に（例えば、図５（ｂ）紙面に
対して手前に近づく方向に）太陽電池基板ホルダ６を移動さ
せる。すなわち、第２搬送機構３２は、太陽電池基板ホルダ
６を、移動室３における第２成膜室２２のアノード電極８に対
応した位置から、移動室３における第３成膜室２３のアノード
電極８に対応した位置へ移動させる。

なお、このとき、ゲートバルブ５－３，５－４は、閉じていても
良い。

（出典）特許5840095／三菱電機

図５



太陽電池の製造装置、及び太陽電池の製造方法 特許5840095／三菱電機

第３搬送機構３３は、図５（ｃ）に示すように、移動室３におけ
る第３成膜室２３のアノード電極８に対応した位置にある太
陽電池基板ホルダ６を保持する。

その後、第２搬送機構３２は、太陽電池基板ホルダ６の保持
を解除する。ゲートバルブ５－４を開いた状態で、第３搬送
機構３３は、太陽電池基板ホルダ６を第２成膜室２３へと移
動させる。

具体的には、図５（ｃ）に示すように、第３搬送機構３３は、各
基板９の表面９ａに沿って、太陽電池基板ホルダ６を移動さ
せる。

すなわち、第３搬送機構３３は、太陽電池基板ホルダ６を、
移動室３における第３成膜室２３のアノード電極８に対応し
た位置から、第３成膜室２３におけるアノード電極８近傍の
位置へ移動させる。

（出典）特許5840095／三菱電機

図５



太陽電池の製造装置、及び太陽電池の製造方法 特許5840095／三菱電機

太陽電池基板ホルダ６は、移動室３内で横方向（各基板９
の表面９ａに略垂直な方向）に移動したことにより、太陽電
池基板トレー６１の開口部６１ａ側がプラズマに暴露するよう
に、太陽電池基板ホルダ６はアノード電極８近傍に配置され
る。

そして、ゲートバルブ５－４，５－５を閉じて第３成膜室２３内
を真空引きした後、ｉ型非晶質シリコン層を成膜するためプ
ロセスガスとしてシランガスと水素ガスとが第３成膜室２３内
に導入される。

（出典）特許5840095／三菱電機

図５



プラズマＣＶＤ装置および太陽電池の製造方法 特許4496401／三菱電機

【発明が解決しようとする課題】

多結晶Ｓｉ基板の表面側のみにＳｉＮ薄膜を形成した多結晶Ｓｉ太陽電池では、裏面側
での欠陥の不活性化効果が無く、変換効率の向上が図れなかった。

また、素子特性向上のために従来のプラズマＣＶＤ装置を用いて多結晶Ｓｉ基板の両
面に成膜を行うには、

表面側と裏面側の２回に分けて成膜を行うため、

片面のみの成膜の場合と比して２倍の処理時間を要するのでスループットが低下す
ることに加えて、最初に成膜した面が再度の成膜時には電極板に接触するため薄膜
に損傷を与えたり、被成膜基板の加熱冷却工程を２度繰り返すために多結晶Ｓｉ基板
そのものの品質の低下を引き起こしたりする問題があった。

（出典）特許4496401／三菱電機



プラズマＣＶＤ装置および太陽電池の製造方法 特許4496401／三菱電機

【請求項１】

真空チャンバーと、前記真空チャンバー内で交互に対向配置されたアノード電極板
およびカソード電極板と、前記両電極板に高周波を印加して両電極板間に高周波プ
ラズマを発生させる高周波電源と、 を備え、前記アノード電極板、カソード電極板の
両方または一方の被成膜基板を載置する領域に前記被成膜基板に略一致した形状
を呈し、前記被成膜基板の両面を前記高周波プラズマに曝さらす開口部を少なくとも
１以上有し、前記開口部で前記被成膜基板を載置する面と反対側に面する部分に所
望のパターン形状に対応した遮蔽領域が設けられていることを特徴とするプラズマＣ
ＶＤ装置。

【請求項２】前記開口部の内周部分に前記被成膜基板を保持するための突起部を設
けたことを特徴とする請求項１記載のプラズマＣＶＤ装置。

（出典）特許4496401／三菱電機



プラズマＣＶＤ装置および太陽電池の製造方法 特許4496401／三菱電機

【請求項３】

前記被成膜基板において前記遮蔽領域に対向する面と反対側の面に配置される、
所望のパターンが形成された遮蔽用マスクを備えたことを特徴とする請求項１または
２のいずれかに記載のプラズマＣＶＤ装置。

【請求項４】シリコン基板に略一致した形状を呈する開口部が設けられた所定のア
ノード電極板および／またはカソード電極板を具備したプラズマＣＶＤ装置により、前
記シリコン基板の表面に対しては反射防止膜として機能し、裏面に対しては保護膜と
して機能する薄膜を同時に形成する工程を備えたことを特徴とする太陽電池の製造
方法。

（出典）特許4496401／三菱電機



プラズマＣＶＤ装置および太陽電池の製造方法 特許4496401／三菱電機

【請求項５】

薄膜を同時に形成する工程の前に、前記シリコン基板の裏面に成膜されるパターン
が形成された開口部に、前記シリコン基板の裏面が前記パターンに対向するように前
記シリコン基板を載置する工程を備えたことを特徴とする請求項４記載の太陽電池の
製造方法。

【請求項６】前記シリコン基板を開口部に載置した後に、前記シリコン基板の表面に
成膜されるパターンが形成された遮蔽用マスクを、前記シリコン基板の表面の上に配
置する工程を備えたことを特徴とする請求項４または５のいずれかに記載の太陽電
池の製造方法。

（出典）特許4496401／三菱電機



プラズマＣＶＤ装置および太陽電池の製造方法 特許4496401／三菱電機

１は成膜用材料ガスが封入されたガスボンベ、
２はガス供給コントローラ、３はガス供給ノズ
ル、４は真空チャンバー、

５はアノード電極板、６はカソード電極板、

７は複数のアノード電極板間あるいはカソード
電極板間を電気的に接続するコネクタ、

８は被成膜基板、９は高周波電源、１０は高周
波電源により発生したプラズマ、１１は真空排
気系、

５０は端部アノード電極板、

５１は中央部アノード電極板、

６０は端部カソード電極板、

６１は中央部カソード電極板

（出典）特許4496401／三菱電機



プラズマＣＶＤ装置および太陽電池の製造方法 特許4496401／三菱電機

中央部アノード電極板５１および中央部カ
ソード電極板６１のような電極板１３には

開口部１４が設けられている。

かかる開口部を塞ぐように載置された被成
膜基板８では、１回の成膜プロセスで表面側
には被成膜基板８の全面に薄膜１５が形成
され、さらに裏面側にも開口部１４に対応し
た形状で薄膜１６が形成される。

なお、端部アノード電極板５０および端部カ
ソード電極板６０にはかかる開口部は設けら
れていない。

（出典）特許4496401／三菱電機



プラズマＣＶＤ装置および太陽電池の製造方法 特許4496401／三菱電機

中央部アノード電極板５１および

中央部カソード電極板６１には

開口部１４が設けられている。

（出典）特許4496401／三菱電機



プラズマＣＶＤ装置および太陽電池の製造方法 特許4496401／三菱電機

（出典）特許4496401／三菱電機



プラズマＣＶＤ装置および太陽電池の製造方法 特許4496401／三菱電機

電極板１３の開口部１４を覆うように被成膜
基板８を載置して成膜を行ったが、

この場合には右図に示すように

被成膜基板８の表面側全面１５

および裏面側の中央部１６に所望の膜を成
膜することができる。

（出典）特許4496401／三菱電機



プラズマＣＶＤ装置および太陽電池の製造方法 特許4496401／三菱電機

成膜中に被成膜基板８をより安定に保持す
べく、

上述の中央部アノード電極板５１および中央
部カソード電極板６１の開口部１４の内周部
分に、

右図の断面図に示すような突起１２を設け
てもよい。

（出典）特許4496401／三菱電機



プラズマＣＶＤ装置および太陽電池の製造方法 特許4496401／三菱電機

載置する被成膜基板８の表面側あるいは裏
面側のどちらか一方に意図的に部分的に成
膜を行う必要がある場合には、

例えば、右図に示すように、

開口部１４を所望の形に加工することにより、
開口部の形状に対応した裏面側の中央部
に成膜しない部分を残すような薄膜１７を形
成することも容易に可能である。この結果、
裏面の薄膜のパターニングを写真製版工程
を経ることなく形成できる

（出典）特許4496401／三菱電機


